
 

 

 タイムカードにより労働時間又は勤怠を管理している場合，タイムカードに打刻

された出社時刻と退社時刻との間の時間から休憩時間を差し引いた時間が，その日

の実労働時間と認定されることが多いところです。 

 タイムカードの打刻時間が実際の労働時間の始期や終期と食い違っている場合

は，それを敢えて容認してタイムカードに基づいて残業代を支払うか，働き始める

直前，働き終わった直後にタイムカードを打刻させるようにするかを選択する必要

があります。 

Ｑ339．タイムカードの打刻時間が実際の労働時間の始期や終期と食い

違っている場合，どのように対応すればよろしいでしょうか。 


